
令和2年9月151日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官太古宰

令和元年(ワ)第5’1 3号 慰謝料請求事件
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口頭弁論終結の日 令和2年7月14日

判 決

群馬県利根郡みながみ町上牧3 1 5 8-1

●

原 告 ’今

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

被 告 国

同代表者法務大臣 好

同 指 定代理人 大 塚

’木 村

′梨 本

大 澤

文

豊

雅 子

渉

昌 恵

博 之

志

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は,原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 .請求

・被告は,原告に対し, 10万円を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は,原告が,いずれも同人を原告とする前橋地方裁判所平成3 0年(ワ)

第356号慰謝料請求事件(以下「356号事件」という。),同年(ワ)第4

13号慰謝料請求事件(以下「413号事件」という。),令和元年(ワ)第3

01号慰謝料請求事件(以下「301号事件」という。)及び同年(ワ)第42

8号慰謝料請求事件(以下「4 2 8号事件」という。)の担当裁判官並びに現行
`事ヽ 丁

司法制度設計ないし運営当局者において,包囲網として司法権を濫用し,又は
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職務上の過失により,共同して原告の裁判を受ける権利等を侵害し,原告に精

神的損害(著しい恐怖と屈辱)を与えたなどと主張して,被告に対し,行為者

1人当たりの基本金額を3 0 0 0万円とする損害の一部請求として,慰謝料1

0万円の支払を求めた事案である。

2 当事者の主張

(1)原告の主張

別紙訴状Rの第2及び第3,訴状R釈明書の第2 (ただし,訴状Rの4頁

7行目及び訴状R釈明書の2頁最終行の各「民訴法、2 3 9条2」をいずれも

「民訴法253条2項」と改める。)及びR準備書面(1)の第1の3及び4

に記載のとおりである。

(2)被告の主張

ア 渡遽和義裁判官(以下「別件裁判官」という。)の「不法行為」について

の 別件裁判官が, 356号事件について令和元年8月29日に, 413

号事件について同年9月2 6日に,いずれも請求棄却の判決を言い渡し

たこと, 301号事件の同月12日の期日において,原告に対し, 「お気

を付けてお帰り下さ甲 との趣旨の発言をし,同年10月31日の期日

において“,次回期日を同年12月12日午前10時に指定したこと, 4

28号事件の同年10月31日の期日において,次回期日を令和2年1

月22日午前1 0時30分に指定したことは認め,その余の事実は不知

ないし否認\し,法的主張は争う。

け)国家賠償法1条1項にいう「違法」とは,国又は公共団体の公権力の

行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に

・違背することをいい;とりわけ,裁判官がした争訟の裁判について,国

家賠償法上達法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,

当該裁判官が違法又は不当な目的をもってこれを行使したものと認め得

るような特別の事情があるこ、とが必要であり,この理は,争訟の裁判に
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限らず,非訟的性格を有する職務行為等広く裁判官の職務行為一般に

妥当するものである。そして,上記の特別の事情の主張立証責任は原告

にあると解されている。別件裁判官の「不法行為」に関する原告の主張

は, 3 5 6号事件及び4 1 3号事件の各判決における事実認定や判断に

対する不満をいうものや, 3 0 1号事件及び428号事件の期日指定等

に対する不満をいうもの’であって,いずれも上記の特別の事情を基礎づ

ける事実について具体的に主張するものではなく,かかる特別の事情を

認めるに足りる証拠もない。

イ 現行司法制度設計ないし運営当局者の「不法行為」について

の 全体として否認ないし争う。

け)原告の主張の趣旨は不明確であるが,国家賠償法1条1項にいう「違

法」の意義は,上記アけ)のとおりであるところ,いかなる公務員が,原

告との関係でいかなる職務上の法的義務を負担し,いかなる態様でその

職務上の法的義務に違背する行為をしたかについて,具体的な主張がさ

れているとは解されず,主張自体失当と言わざるを得ない。

なお,原告の主張中,民訴法2 5 3条を適示して法令違憲や適用違憲

をいう部分(R準備書面(1)第1の4-1)は,実質的には原告が受

けた判決に対する不満を述べるものにすぎず,前提を欠くものである。

第3 当裁判所の判断

1 別件裁判官の「不法行為」について

(l)裁判官がした争訟の裁判について上訴等の訴訟法上の救済方法によって是、

正されるべき韻癖が存在したとしても,これによって当然に国家賠償法1条

1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が

生ずるものではなく,この責任が肯定されるためには,当該裁判官が違法又

は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨

に明らかに背いてこれを行使したもめと認め得るような特別な事情があるこ
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とを必要とすると解するのが相当である(最高裁判所昭和5 3年(オ)第6

9号昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁,昭和

と 55年(オ)第792号昭和57年3月18日第一小法廷判決・集民135

号405頁,昭和6.2年(オ)第667号平成2年7月20日第二小法廷判

決・民集44巻5号9 3 8頁等)。この理は,争訟の裁判以外の裁判官の職務

行為についても基本的に同様であり,同項にいう違法があったというために

は,その違背が著しく不当又は不法であって;およそ裁判官としての誠実な

i権限行使と評価し難い程度に合理性を欠くと認められること,が必要であると

解するのが相当である・。

(2)当事者間に争いのない事実に加え, 356号事件の判決(甲1)及びB準

備書面(7) (,甲3)並びに4 1 3号事件の判決(甲2)及びAⅡ準備書面(6)

(甲4)の各記載内容を検討しても,原告の主張する別件裁判官による「不

法行為(違法な職務行為というものと解される。)」を認あることはできない

し,本件全証拠によっても,上記(1)の特別の事情の存在又は合理性の欠如を

基礎づける事実があると認めるに足りない。

2 現行司法制度設計ないし運営当局者の「不法行為」について

国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個

別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加

えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するもの

である。しかるに,原告の主張は,現行司法制度設計ないし運営当局者たる裁

判所職員において,原告との関係でいかなる職務上の法的義務を負担し,いか

なる態様でその職務上の法的義務に違背する行為をしたかを具体的に明らか

にするものではない。そして,本件全証拠によっても,原告の主張する現行司

法制度設計ないし運営当局者たる裁判所職員による「不法行為(違法な職務行

為をいうも、のと解される。)」,すなわち該当者が司法権濫用による組織的な隠

蔽の可能性を認識しながら,原告の訴えを判決に正確に記録させない便宜扱い
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としたことをうかがわせる事情は見当たらない。

第4 結論

以上によれば,国家賠償法1条1項に基づく原告の請求は理由がなく,別紙

訴状Rの第2に記載の根拠法令によるその′余の請求も理由がないことが明ら

かであるから,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決

する。

前橋地方裁判所民事第2部

裁 判 官

’音へ

∴言



(別鮨)

虚。頭鏑

第」図日準鞠口頭弁論陳述
□弁論準備手続

前橋地方裁判所御中

訴状R
原告

住所(送達場所) 〒379-1303群馬県利根郡みなかみ町上牧3158-1

氏名 今井豊(昭和36年3月9日生)電話 携帯090-3087-1577

被告

住所(送達場所) 〒100-0013東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番1号
国 同代表者 法務大臣 山下 貴司

慰謝料請求事件 請求金額工0万円 ちょう用印紙額1千円

第1請求の趣旨

令和元年10月3日

原告 今井

職業 農業

FAX O278-72-5353

【《毒驚議韓過失により、私の裁
判を受ける権利等を侵害しました。

∴摘発後の包囲網の各人に請求すべき慰謝料の性質は共犯、つまり共同不法行為責任であり、

{その基本金額は、 -率一人当たり3・000万円と想定しております。

但し、本件不法行為に係わった人々については、共犯の賠償責任と不法行為による賠償責任
が半々と想定しております。

今回は本件不法行為によって直接被った精神的損害(著しい恐怖と屈辱)に対する請求です。

なお、既述の基本金額の法的位置付けについては検討中であり、 ①逸失利益に対する補償、

②代位弁済、 ③代表者への請求、のいずれかを想定しております。

2臆 後述の通り、現行の裁辛

による
重主軸、ことば

として るので

ること

なおこれは、現行の裁判制度自体が組織的な司法権の濫用による隠蔽とい

いないことが根本原因と思われますも

旦賀-包嘩_
渡遽和義裁判官は、包囲網として私に加害したものと思われます。

う事態を想定して

匪輩護国圏、

このような包囲網の存在は、当り前に、公序良俗違反です。

付属書類の、被害届2018と懇意性二覧表は、各事件毎の蓋然性の高さと、それらを個赦し

た場合の、相互関連性や-貫性によって、包囲網の実在の蓋然性を訴求しております。



「それらがなにゆえ私に集中しているのか」という観点から、確率数字で判定願います。

臆4 訴訟費周遡負担と臆す五

第2 請求の原因

渡邁和義裁判官が行った以下の二つの判決はいずれも、黒を白とするような、甚だしい事実

の否定であり、当,り前に、公序良俗違反です。警護蓋豊
同時に、これらの判決は、包囲網としての、原告への社会的な村八分扱いです。

民事的には、裁判を受ける権利(憲法32条)や、自決権ないし自律権(自由権規約l条憲法

13条)や、適正な手続を受ける権利(憲法13条)や、平等権(憲法14条)の侵害であり、また、

信義則(民法1条2)違反や公序良俗(民法90条)違反であり、不法行為です。

刑事的には、職権濫用による脅迫と隠蔽です。

また、現行裁判制度が、原告の訴えを正確に判決に記録させない便宜扱いを選択しているこ

とは、裁判官による組織的隠蔽の誘因となりうるので、選択ミスであり、予見可能性に塞く

結果回避義務違反であり、自決権(自衛権)や裁判を受ける権利の侵害であり、不法行為です。

へこれらによって私は、精神的に著しい恐怖と屈辱を受けました。

∴∴〔《よって日本国憲法13条と日本国憲法17条に塞き、

∴∴{{.①国家賠償法l条l項、

’∴②国家賠償法第4条による民法の規定(民法709条及び民法710条の一般不法行為責任もし

くは民法719条の共同不法行為責任に塞く民法715条の使用者責任)の公人への類推適用,

③民法709条及び民法710条の-般不法行為責任もしくは民法719条の共同不法行為責任に

塞く民法715条の使用者責任の公人への類推適用、

のいずれかの選択適用により、被告に対して上語の慰謝料を請求します。

なお、いずれも適用可能な場合は、先順位から(②、 ③内においては後者を)適用願います。

工 渡邁和義裁判官の不法行為

馳馳遁慰料料蓮韮重任幽_塵生竃蓋三豊言霊二護輩
五㌢性が世に示主軸臆臆原告の裁判を受ける権利等の侵害で丸

主軸の理由だけで:実質堕に理由が無く」皿唖_
三勤ま事曇軽重軸逸蛙であり、およそ裁判所音曲

盤整豊吉警護蓋蓋謹蓋監護蓋簑蓋
-2 -
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越馳軸」且生徒立至五〇
塾堕遊旦義裁堂喧嘩て、原告

4亜

ており として

聖堂性盛土塑三丞主題主喧曲幽理由が無く
これは

鍾塑三宝度の蓋

からの であり

り返してJ \ること

およそ らしか

判決と上て無効で

ないので

どでは
として しており

岨曲盤務上軸法行為で
とりわけ、元を旦饗韮艶子為1 (殺人の:

也の四つの

が20190910

知のは

らの主

とから

三並艶護が、臆音型迭曲」これら
ないし主

H30ワ356

の訴えの

発音痛回 国国璽四壁詔閣認関頭閣匪ヨ

である ことから

点であ

彊めて

とにつし

してお

∴∴蕎諾o
不当性の詳細は後述の通りです。

塾全曲馳趨盃埋盤Rlワ301鰯寸料請求

包囲網の威過重二王
(説明)

蓋然性として、これはまさに梨下の冠であり、前橋地裁日30ワ356慰謝料請求事件の訴状の

幸岬ある、被害届2018の9頁上段に書いてある通り、包囲網の合言葉に相違無く、その

意図的模倣による威力の誇示であることを、当り前に、極めて強く示唆しております。

言われたのはこの時が初めてですが、このような場違いな、必然性の無い言動の裏には、何

らかの動機が在るはずだというのも、当り前の経験則です。

2
現行司法制度運営当局者(被疑者不詳)の不法行為譜柴撃誓撃いと.したこ

または これによ

るので 尺ミスで

・ -3-
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(説明)

「女のブラックリスト」の存在は公知であり、現代のような発達したネット社会において、

それが症威を振るえば社会的村八分による組織的な司法権濫用に発展する可能性や、その

場合には既述の通り、現行制度が隠蔽の温床になりうることは、予見しうるものであり、も

したとえ予見可能性が無かったとしても、潜在的可能性としては否定できません。

結果責任の観点からも訴求してはおりますが、 上の基 と考えます。

また、民訴法239条2の規定に比し、現行の便宜扱いは、そもそも違法性を感じます。

第3 請求の原因の説明

1原告の当り前の訴えを無視することによる、犯罪の隠蔽です

当該事件における、私の当り前の訴えとは、要するに、監曲
ということです。外形の問題ではありません。

理由を示した場合でも、その蓋然性が無いので、 理由が ということです。

轟去上蓋睦軸ということです。
ですから、藍唖坦盃(犯罪捜査規範61条違反)なのです。・置。
{このよう、な判決の不当性は、大別すれば以下の三つと考えます。

∴馳重畳主査孟互生2遮軸軸二二と⊥訴えの偽装)
{∴私の訴えの核心を判定しておらず、言わば別事件であり、また、実質的ぼ軸が無いことか

ら、当り前に、判決として無効です。

また、当り前に、自決権ないし自衛権と裁判を受ける権利の侵害です。護謹
言い換えると、極めて不公平かつ堪不尽に、一方的に警察の鵜呑みということです。

警察の不当性は、文面審査だけでわかるはずです。

③受けた判決の正当性が世に示されないこと(裁判記録としての不備)

迫の当り前の訴えと臆は、常に、脅迫(違塑性)の疑い、つまり 趨裏には特別な
幽準るはずだ土地臆前(最盛越し_剋事的経験則で士。

警護萱藍葦無視でないなら、堪。
圏国語堅田醒寓語璽圏i
それを訴えているそばから、裁判官が、なおも無視して、更に隠蔽を重ねたということです。

∵4-
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これらは、形だけの捜査や裁判であり、まさに私への非人間扱いです。

要するに、不当性が著しく、塑謹選適と画
王」哩、控訴だけで済む話ではないということです。三島盤董露盤。
もしこのような、当り前を認めない判例が横行した.ならば判例が持っ、同様事例への拘束

力によって、いずれ当り前に、社会秩序が乱れますし、その判例の不当性も露見しますから、

それを隠蔽する為に、遮雌脚五ものと思われます。
私の真の訴えと比較すれば、その不当性は自明で、およそ判例として後世に残せるような代

物ではなく、通常はなしえない判決となることから、三重と幽壷遊里
蔓ろうこと_も覗えます。

2 原告の訴えを正確に記録しないと、裁判の適正が確保できません

裁判所は代表的な国家権力機関ですから、常に当然に、適正性が要請されているはずです。

●また、裁判を愛せる盤型というのは、公平な裁判によって、終局的に紛争の解決を図ること、

韮監護霊堂趣直子蓋蓋警輩
《∴∴・∴・ {が

∵ {∴為▲臆裁判の適正が確保で
に示されない

曲通り、原告雌と考えます。
皆が包囲網である世界では、どんなに不当な判例であろうとくその判例を見ようとする人も、

引用しようとする人も居ない状況が予想され、しょせん、何をやっても無駄ではありますが、

判例が持っ匝壁重匹抱東カニ蝿だと思います。
しかるに、原告の訴え自体が隠蔽され得る現行制度では、その抑止力すら期待できません。

全てを記録することが訴訟経済として現実的でないのなら、部分的に、例えば請求の趣旨欄

と請求の原因欄だけは正確に判例に残すというような制度に改める必要が在ると思います。

3 故意の司法権の濫用と思われる事例の指示

以下の無言の脅迫の意図は、 「お前の訴えなど、我々が全て握り潰すぞ」だと思われます。

㊤前橋地裁遭旦墓粗壁旦呈上6慰塾塑誼艶古畳達二艶堕し璽判迭

不法行為を「被害届を無視したこと」から、 「捜査しなかったこと」にすり替えています。

→前橋地裁H30ワ358慰謝料請求事件(菅家忠行裁判長) ・ ‥係属中

②前橋地整理旦蝿帳)の臆20190829音型盤上不法行為1 ①)
H30、ワ413

また、他の職員らlも内部

の20190926

しなかっ たこと

牽制の要請を無視 →
前橋地裁Rlワ428慰謝料請求事件(合議体)鎚塞邁重塵裁亜巨唖



4 当該事件における、私の当り前の訴えとは?

工 脅迫の為の殺人事件
前橋地裁沼田支部H29ワ26、・前橋地裁H30ワ355、並橋

坦薗星型しヱ土壁、前橋地裁Rlワ30工、東京高裁ワネ(未定)

董警護豊詰護諾
豊霊:ゞ 、真髄雌脚出目
・埼玉県警は、当り前の殺人の疑いを:根拠無く無視することにより、これを交通事故に偽
装しました。室蓬護監護
この、脅迫の為の殺人事件の主な懇意性は以下の通りです。止し警哩
以下の理由から、この被害届を警察が無視することは、在り得ません。上辺亜旺主軸
{ 《日常的な顔哩は、単発でも極めて稀有な現象であり、更に

∴二一は塑蛙址遭遇迦畦堕がこれを裏付けており、
∴∴-不特定多数による不買運動と、その原因である、広範なプライバシー権侵害が、当り前に、

“-’∴《・感知できたはずであり、このデータを確認するだけで捜査に踏み切れたはずです。

認諾鵠墟堕であり、
②遡懐を明示臆雌てレ吐二王

納税者からの書面による回答要求を無視するごとは、当り前に、稀有な信義則違反です。

哩」旦呈出盟主三上
理由を告知しない不当な受付拒否や、本人意思の不確認は違法であり、また、警察に被害届

を出す意味が無くなることから、差別的取扱であることは100%自明です。
」カ 被害届軸た不審(99. 80%以上)壁塾壁土塑嘩当り前に、

において まさし

ことにより、いず
死した

生現象なの王位盤には重なり臆得ないことか過被害届との

因果関係による避△遼」蓋然性として当たり前に、推測さ也主立

監護警護警護o
警視庁がサワ′ダへの要請を隠蔽したことは、当たり-前に、犯罪であり、人権侵害です。

私が当然に抗議すべき立場に在ったことや、身体的特徴などによりサワダを特定できること



馨肇讃譲量なので、見落上土三上唖。

あるこ

に至っ
90. 00

大田まり子の妹で、公判に

襲撃蓋‡葦謹塞萱
つまり、その時点では、交通事故だとする直接的証拠は無かったことがわかります。

埼玉県警は、通夜に参加した私(有名人)の姿を見て初めて、大固まり子が私の親戚であるこ

馨肇肇撃て極めて柵
・真犯人が、側道上で撲殺した疑いが在ります。

・・本当に交通事故か? ・叔母を側道まで運んだのは事実か? ・雇われ犯ではないのか?
∴巴-轢週差迫軸亜旦
∴ ・徳旦佐里の疑い叔母の自宅または現場付近での不審な停止状態は無いか?

・この時間帯に、この交差点で、左折する必要は在ったか?

・事故車両の運行記録(タコメーターなど)とは、辻複が合うか?

票葦韓.プレ」キのタイミングは適切か,旦一二皇室故幽

国語国語圏園圏圏
Ⅱ猟銃脅迫事件遜醜軸、前橋地裁Rlワ289、東京高裁Rlワネ26

壁語国壁画壁間回国ま圃困

言葉藷謹駕 当り前に、事件性の焦点です。

同様事例の統計的希少性は、公知の違法性の証左で

一7-
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あるから、何らかの特別の意図に違いかと何度も強調し、合理捜査を促しています。

稀有な行動の裏には何か特別な動機が在るはずだという、当り前の、こうした刑事的観点を。

各県警とも、常に、根拠無く無視している(認めようとしない)のです。

」共通璽違法蛙’至近距離であること 以下の意図と無関係

「弾丸の到達するおそれのある人」に当る疑い(90.00%)嘩遠ざける動作が表象
この発砲者は色鮮やかな蛍光色のジャンパーを着て、対面方向から来ましたから、ほんの一

呼吸待てば私が気付いたと思われますが、それを待たなかったことが極めて不審です。

また、焚火をしている人間の近くにノコノコ現れるような鹿が実在する信憑性も低いですが、

そういう図太い鹿であれば慌てて撃たなくても逃げないはずです。
同 語堅璽国堅塁 困商圏四囲彊 隅

②暴行壁無意識下での物理力(轟音)による直接攻撃計測値が必要(90.00%)

魅岨盤藍ショック死する惧れが有ります(50.00%)
雌馳③数馳墨壷(50.00%)
シカは狂言の疑い(遠ざける動作、獣は焚火の近くには現れない、シカに掠つてもいない)

発見された足跡は、三日後の再現場検証時の物ですから、・別物です(毎日雪が降ります)。

そもそも獣達の住処同然の山奥ですから、足跡など、常に、どこにでも、在ります。

ですから、私の背後方向にも足跡は在ったはずですが、調べてもいません。旦一睡
二∴{・.過密迫塞 私の生命への無言の脅迫(99・00%)正面侵入 30m →私への脅迫の明示

畑に侵入、至近距離、無意識下(100海)

不意の轟音は、私の意識を無理やり暴力的に破り、人格的生存や、静穏権を脅かしています。

岨雌⑥侮壁無言(99・00%)
周囲では、お仲間達がこの発砲を見つめていたはずですから、 「公然と」に当ります。

琵琶国語国璽琵琶寓語醒∵圃惣閲間隔国

憲叢藷誌莞藷叢護筆豊。
㊤避丑撼塑⊆軸魅止
まず、死骸が元々在った場所で坤、たとすると、その20mにはほとんど無いのに、通り道上
に大量に集中していたことが極めて不審です。

また、通り道上で捌いたとすると、公道上ですから、もろに残溶放置規則違反ですし、また、

わざわざ通り道まで持ち出す必然性が無いことや、さらには、処分を受けた発砲者グループ

の仕業だとすれば、極めて無神経かつ不審な行為であること、などが極めて不審です。
このよう’に、いずれの場合でも辻襟が合いません。

②馳唖上別物の混入の疑い



国璽琵琶国語醒豊麗醒諸国園田開聞薩

韮基盤盤警遠望監護豊蓋三豊蓋韮譜辿。
②豊豊監事坦検量酸を盟主亜髄塑塵吐出狸五三七(タイミング、偶発性l/100)

それまで動かなかった死骸が急に動き出す道理はありません○常時監視の証左です。
③豊艶鍾睦畦上 どこかに隠し持っていた疑い(偶発性1/100)

柳岡警官は、血痕も死骸も烏の仕業と主張しておりますが、血痕の件を動物の仕業と見るの

は既述の通り困難であり、死骸の件についてはく空飛ぶカラスが2つとも通り道上に落す確

率は天文学的に小さく、また、持ち帰るつもりで動かしたのなら残さないと思います。

(4) 20150327の朝、チャンチャンコ状態になめし極猪馳上
玉韮曲。 B-甲3-工、 B-甲3喜2 (偶発性1/1000000)

・ ①当初、置き去りにした正当な理由(感染症等)が本当に有ったのなら、発砲から三ヶ月近く

●∴言も経ってから、腐乱した、その問題の有る獲物を捌く意味が無いこと
{∴-

{

∴∴②捌くのに、通り道まで持ち出す必要が無いこと(残溶放置規則違反も自明)
∴二 《∴③通り道上に在ったこと

霊事認諾薯鵠隷嵩のハン
ターの狩猟時の合図の声など、不審な現象が、私の身辺で日常的に記録されています。型坦雌劇壇 B-甲2」 (偶発性l/100)

発砲グループリーダ丁の高橋和俊が単独で、名札付きで私の前に現れて威力を示しました。

①私の散歩の帰途に現れたこと(常時監視による待ち伏せの証左)

②夕暮れなのに、ハンターの恰好をしていたこと(もう発砲できないので、必然性無し)

③そこで車を降りて、立って見せる必然性が無いこと(目的地は400m先のダム)
(説明)

輩繋護三豊謹話‡ 。
以土壁哩醜されてい



臆ること、を必圭判定願います

5 動機は、包囲網としての社会的村八分です

私の全事件とも、包囲網による迫害(非人間扱)であり、その原型は「女のブラックリスト」

と思われ、慣習上里佐里(据膳喰わぬは男の恥)に由来する、不当な指名手配の輪です。

包囲網は一昔以上前から、日本人の大半、どころか、全世界に拡がっていると思われます。

6 適用法令の指示

民事訴訟法・第三百十二条2六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること

民事訴訟法・第二百五十三条判決書には、次に掲げる事項を記載しなければな申し、。
2
事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必

要な主張を摘示しなければならない。

第4.証拠方法 証拠説明書に記載の全て

当該各事件記録は、上訴により当面、前橋地裁を離れますが、本訴の主な不当性、つまり、

①私の訴えが、当り前で不可欠の蓋然性であることと、 ②それが根拠無く無視されているこ

とは、詳細に立入るまでもなく、判定可能と考えます。

鳶5 附属書類 被害届2618と繚性一覧表、並びに本書とそれらの副本一式
′ヽ

’

以上



情弛緩) 前頭弁論

令和元年(ワ)第513号 慰謝料請求事件 被告 国 第′I田口準続的口頭弁論陳述
□弁論準備手続

訴状R釈明書
令和元年音lO月21日

前橋地方裁判所民事第1部 御中

原告今井畳み
令和元年10月18i日付貴補正命令に対し、以下の通り、補正ないし釈明します。

第1請求の趣旨から、、項番2と3音を取り下げます

再考の結果、ご指摘の通り、確認請求として不適切ですので、取り下げま.

なお、元々、項番1の10万円の請求の一環のつもりでした。

第2 違法行為の主体及び具体的な行為態様

1前橋地裁・渡邁和義裁判官の不法行為①

1重10,22’

時∴∴争

堕邁和義裁判長が、前橋地裁日30ワ356慰謝料請求事件の音20190829の同所での判決におい臆

工」京告の訴えの核心である、群馬県警が、当り、前の刑事的観点を、常に、根拠無く、無視

上ている不適正、を実質的に判定しないまま、棄却判決したこと・・

これは、 ①原告の訴えの核心を、根拠無く、無視しており(訴えの偽装)、 ②極めて高度の蓋

然性を、根拠無く、.無視しており(事実の否定)、 ③判決書として不備であり、受けた判決の

正当性が世に示されないので、原告の裁判を受ける権利等の侵害です。

また、極めて片手落ちの墳末な理由だけで、実質的に理由が無く、判決として無効ですo

これは論理法則や経験則に違反した事実認定の基本原則からの逸脱であり、自由心証主義の

違反であり、また∴各不法行為においてそれを繰り返していることを総合すれば偶然には

重なり得ないので、程度問題として、正当業務行為などではなく、職権濫用であり、、少なく

とも職務上の故意または過失であり、不法行為です。

2 、前橋地裁・渡邁和義裁判官の不法行為②

遅達和義裁判長が、前橋地裁H30ワ413慰謝料請求事件の20190926の同所での判決におい

て、原告の訴えの核心である、群馬県警が、当り前の刑事的観点を、常に、根拠無く、無視

土工いる木適正、を実質的に判定しないまま、棄却判決したこと0臆

上土わけ、元々’の不法行為1 (殺人の事故への偽装)が、判速吐ら欠落している点ばこれら

巫他の四つの不法行為の前提となる基礎事実ないし主要事実であることから、極めて重太王

を生また、私が20190910に提出した、前橋地裁日30ワ356慰謝料請求事件の控訴状(東京

直裁Rlワネ26)の主な控訴理由が、原告の訴えの核心を無視している点であることに2い

て既知であろうことから考えて、当り前に、故意の反復を示唆しており、、私の従来からの主

損である、 「抗議などすれば益々加害を激化させる(反復と激化) Iという包囲網の威力旦

特徴を裏付けております0

また、証拠保全や文書提出命令や証人尋問や無効確認請求の申立も、根拠無く却下しました。

獲り患

16

今井盟・園(前橋地裁)



令和元年(ワ)第513号 慰謝料請求事件 被告 国

これは、 ①原告の訴えの核心を、根拠無く、無視しており(訴えの偽装)、 ②極めて高度の蓋

然性を、根拠無く、無視しており(事実の否定)、 ③判決書として不備であり、受けた判決の

正当性が世に示されないので、原告の裁判を受ける権利等の侵害ですし

また、極めて片手落ちの墳未な理由だけで、実質的に軸が無く、判決として無効ですc

・これは論理法則や経験則に違反した事実認定の基本原則からの逸脱であり、自由心証主義の

違反であり、また、各不法行為においてそれを繰り返していることを総合すれば偶然には

重なり得ないあで、程度問題として、正当業務行為などではなく、職権濫用であ・り、少なく

とも職務上の故意または過失であり、不法行為です。

三豊監護霊
園組生壁力を示した三上

これは蓋然性として、正当業務行為などではなく、職権濫用であり、少なくとも職務上の故

意または過失であり、不法行為です。

(説明)

これはまさに梨下の冠であり、前橋地裁H30ワ356慰謝料請求事件の訴状の一部である、被

∴害届2018の9頁上段に書いてある通り、包囲網の合言葉に相違無く、その意図的模倣によ
る威力であることを、当り前に、極めて強く示唆しておりますc

∴言われたのはこの時が初めてですが、このような場違いな、必然性の無い言動の裏には、何
{

らかの動機が在るはずだというのも、当り前の、経験則ですo

圏国語圏国語国語悪国星
としての であり またはう であり これによ

連星吐雌二王
(説明)

「女のブラックリスト」の存在は公知であり、現代のような発達したネット社会において、

それが猛威を振るえば社会的村八分による組織的な司法権濫用に発展する可能性や、その

場合には既述の通り、現行制度が隠蔽の温床になりうることは、予見しうるものであり、も

したとえ現実の危険として予見可能性が無かったとしても、制度設計上の蝦庇と考えます。

または、民訴法239条2の規定に比し、運営上の軸だと思います。
以上

今井薗・閏(前橋地裁)
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中潮 駈講義弁護騒遮
前橋地裁 令和元年(ワ)第513号‾慰謝料請求事件 被告 国

R準備書面(1)

令和元年12月17日

前橋地方裁判所民事第2部 御中

i原告 今井 豊

以下の通り、事実を追加し、主張を補充・整理します。

なお、この事実の追加は、いずれも既存の不法行為との関連性が強く、組織的な司法権濫用

の蓋然性を補強する為ですので、何卒ご了承願います。

第“1以下の通り、事実を追加し、不法行為を訂正します

3 前橋地裁・渡邁和義裁判官の不法行為’③

(元の事実を枝番1とします) ’

3-2 令和元年10月31日 工0:30頃、前橋地裁21号法廷での、∴前橋地裁Rlワ428煎謝料

だ
一
と
一
と

請求事件の第一画期上月こおいて、渡連和義裁判長は、次回期日の設定に捺し、 「被告追

認否を済ませていないのだから、ペナルティとして、次回期日を早めに設定して下さい

私が要諦したのに、 」何を根拠に?こういうもの厚充分時間を取ったほうがいい勺で±

二言って、逆に、普段よりも間隔を空け、令和2年1月22日10:30に設定しまし」

なお、この事件の主旨は訴訟開始遅延を訴えたものですから、特に不審です」

{ 3-3 渡連和義裁判長は、 l年以上前から、私の二つの事件を担当しており、次回期日の

設定に際しては、 「なるべく午後にしてほしい」という私の希望に常に配慮していましたが、

以下の通り、ある頃から\全く希望を開かずに、無条件に午前に設定するようになりました。

①令和元年10月31日10:30の、前橋地裁Rlワ428慰謝料の、令和2年1月22日10:30

②令和元年10月31日10:45の、前橋地裁Rlワ301慰謝料の、令和元年12即2日10:00

(説明)

上記3-2、 3-3はいずれも、蓋然性として、司法権の濫用による威力を示唆しておりますこ

4 現行′司法制度設計ないし運営当局者(被疑者不詳)の不法行為

(元の事実を枝番1とします)

4-1の説明への追加

要するに、民訴法253条の条文の問題である場合は、法令違憲であり、条文の問題では.なく

て、運営上の問題である場合は、適用違憲であると考えます。  ・

(法令の指示)

民事訴訟法・:第二百五十三条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

皇 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であるこ、とを示すのに必

要な主張を指示しなければならない。

憲法第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしな

今井豊・国(司法権濫用)
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いかを決定する権限を有する終審裁判所である。岬なが
ら、裁判所のH.P.の判例情報の開示を、無条件の全件ではなく、各裁宵」所の判断(選択)に

委ねていることは、その誘因となり得る、ので、制度としての暇庇であり、職務上の故意また

は過失であり:申したので、不法行為です。
(説明)

こちらは未だ現実の危険を指摘できませんし、取扱の根拠も不明ですが、 1と、ほぼ同様の

理由であり、要するに、無条件に-般公開されなければ意味が無い、1ということです。

5 前橋地裁・松本有紀子裁判官の不法行為.(甲5から甲7)

松本有紀子裁判長が、前橋地裁H31ワ118慰謝料請求事件の、 20191210 15:10の、同所で

の判決において、原告の訴えの核心を実質的に判定しないまま、二つの棄却を判決したこと。

これらの判決は、 ①原告の訴えの核心を、根拠無く、無視しており(訴えの偽装)、 ②そして

それが、極めて高度の蓋然性であり(事実の否定)、 ③判決書として不備であるので、原告の

裁判を受ける権利等の侵害です.

要するに、私が訴えた、当り前の経験則と論理即を、実質的に、根拠無く、無視しており、
事案解明責任の放棄であり、実質的な、司法拒絶であり、公序良俗違反です.

廟こ、包囲網としての故意の反復
を示唆しており、これらを総合すれば、程度問題として、正当業務行為などではなく、′職権

濫用であり、少なくとも職務上の故意または過失であり、不法行為です。

第2 証拠の追加

甲5から甲7号の各書証を追加し、証拠説明書に追加します○

以上
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